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３ 事業の実施状況
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事業の区分 ①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業

事 業 名 患者情報共有ネットワーク構築事業 総事業費 1,194,548千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 市町村単位等におけるネットワーク構築数の増加（１市町村以上）

○ 二次医療圏単位におけるネットワーク構築数の増加（１圏域以上）

○ 既存ネットワークの公開型医療機関の増加（上記を含め４０医療

機関）

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、

状 況 ・市町村単位等におけるネットワーク構築数は、１市町村増加

・二次医療圏単位におけるネットワークの構築には至らなかった

・既存ネットワークの公開型医療機関は、６医療機関増加（上記を

含む）した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 地域全体で患者を診る・支えるための患者情報共有ネットワークが

構築されはじめたことにより、患者が医療と介護を切れ目なく受給で

きるような体制の整備が整い始めた。

また、災害が発生した場合でも、電子化されたカルテ情報を活用し

て診療を継続できるような体制の整備が整い始めた。

【事業の効率性】

公開型医療機関が増加することにより、地域の診療所や介護施設な

ど関係機関のネットワークへの参加が促進されると考える。

そ の 他
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事業の区分 ①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業

事 業 名 遠隔医療促進モデル事業 総事業費 29,440 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 都市部の専門医による、遠隔地の医師への遠隔ＴＶカンファレン

スシステムによる支援数の増加（４箇所）

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、都市部の専門医が存在する支援医療機

状 況 関が１箇所増加した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 都市部の専門医が遠隔地の医師へ遠隔ＴＶカンファレンスシステム

を利用し指導・助言を行うための整備が進んだ。

【事業の効率性】

モデル事業として先進事例が出来ることにより、今後の医療機関の

自主的な取組みにつながるものと考える。

そ の 他
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事業の区分 ①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業

事 業 名 病床機能分化・連携促進基盤整備事業 総事業費 2,000,000千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 地域医療ビジョンにより各地域の必要量とされた各病床数の充足

（ビジョン策定前においては、各地域において足りないことが明白

な病床の整備）

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、各地域で必要とされた回復期等の病床

状 況 が７医療機関で計２５３床充足された。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地域に

おいて確保するための病床の整備が進んだ。

【事業の効率性】

先行事例が出来ることにより、バランスのとれた医療提供体制の構

築に向けて、今後の医療機関の自主的な取組みの促進につながるもの

と考える。

そ の 他
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事業の区分 ②居宅等における医療の提供に関する事業

事 業 名 在宅医療推進事業 総事業費 20,000 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 地域包括ケアシステムの構築に向けた多職種連携の体制づくりと

担い手の育成

○ 在宅療養支援診療所空白地域の解消など在宅医療提供基盤の充実

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、翌年度から開始される介護保険制度の

状 況 地域支援事業「在宅医療・介護連携推進事業」の円滑な導入に向け

て、多職種の協議会を設置し、人材育成や普及啓発など在宅医療提

供基盤の充実に資する取組を行った２市町に補助した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 事業内容を地域支援事業「在宅医療・介護連携推進事業」と同様の

構成にしたことで、２市町とも、平成２７年４月から「在宅医療・介

護連携推進事業」の開始につながり、事業実施の効果があったものと

評価できる。

【事業の効率性】

事業実施に当たり、医療機関・自治体向けに全道21ヵ所で、市町村

単位での地域包括ケアシステム構築を含む社会保障制度改革説明会を

実施し、周知と共有が図られた。

そ の 他 ○ 実績は２ヵ所にとどまったものの、事業実施意向調査において、

道庁内ワーキングの立ち上げや、医師会と協議中など事業目的に合

致する取組を行っているが、経費がかからないため補助不要と回答

した市町村を複数確認し、自治体の意識を把握することができた。
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事業の区分 ②居宅等における医療の提供に関する事業

事 業 名 家庭看護基盤整備事業 総事業費 2,201 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 高齢化の急速な進行等により、長期にわたる療養や介護を必要と

する住民ニーズに対応するため、住み慣れた地域で安心した在宅療

養生活が継続できるよう、地域の医療機関、訪問看護ステーション

等の連携システムを構築・促進し、在宅医療、家庭看護の基盤を整

備

・訪問看護推進協議会

Ｈ２５年度（１回）→Ｈ２６年度（２回）

・地域ケアサービス連携推進事業

Ｈ２５年度（２６カ所で実施）→Ｈ２６年度（２６カ所で実施）

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、

状 況 ・訪問看護推進協議会は、北海道看護協会、在宅ケア事業団、訪問

看護連絡協議会及び保健所を参集範囲とし、訪問看護推進に向け

た協議会を開催した（１回）。

・地域ケアサービス連携推進事業は、２６カ所で実施した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 ・ 本事業の実施により地域の医療機関、訪問看護ステーション等の

連携の在り方について検討することができた。

・ 各地域の課題に応じた在宅ケアサービス体制のあり方や医療と看

護の連携にかかる課題などを整理することができた。

【事業の効率性】

・ 小規模で人的余裕の少ない訪問看護事業所の実状や、地域ごとの

課題に応じた連携の推進について検討するため、総合振興局または

医療圏域単位で開催し効率的に実施できたと考える。

そ の 他
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事業の区分 ②居宅等における医療の提供に関する事業

事 業 名 在宅歯科医療連携室整備事業 総事業費 8,116 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 在宅歯科医療の推進及び他分野との連携体制を構築

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、十勝及び釧路・根室圏において在宅歯

状 況 科医療連携室を設置・運営し、道民や在宅歯科医療を必要とする要

介護者・家族等のニーズに応え、地域における在宅歯科医療の推進

及び医科、介護等の他分野との連携体制の構築が図られた。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 第３次医療圏単位での在宅歯科医療連携室の設置・運営により、圏

域内の要介護者・家族等のニーズに応え、在宅歯科医療に繋げること

ができ、地域における在宅歯科医療の推進及び医科、介護等の他分野

との連携体制が整い始めた。

【事業の効率性】

平成２４年度から業務委託している北海道歯科医師会へ引き続き委

託することにより在宅歯科医療の推進に効果的な事業の展開が図られ

たと考える。

そ の 他
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事業の区分 ②居宅等における医療の提供に関する事業

事 業 名 歯科医療従事者認知症対応力向上研修事業 総事業費 1,918 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 歯科医療従事者における認知症患者やその家族を支援するための

認知症ケアの基礎知識の習得

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、歯科医療従事者認知症対応力向上研修

状 況 会を４圏域（札幌、後志、上川中部、釧路）で開催した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 認知症サポート医や認知症介護指導者による講義を中心とした研修

プログラムを展開したことにより、認知症等の要介護高齢者に対する

在宅歯科医療に取り組む歯科医療従事者が、認知症の基礎知識やケア

の原則等を効果的に習得可能な体制を構築することができた。

【事業の効率性】

研修会場や開催時期の調整においては、開催地域の郡市歯科医師会

と十分な連携を図ったため、歯科医療従事者２３２人が参集した。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 地域医師連携支援センター運営事業 総事業費 51,334 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○医学生（奨学金貸与者）相談支援事業の実施 [２回]

○地域医療を担う青少年育成事業の実施 [４か所（120名程度）]

○指導医講習会の開催 [１回 ( 50名程度)]

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、

状 況 ・医学生（奨学金貸与者）相談支援事業は、３回実施した。

・地域医療を担う青少年育成事業は、４か所（221名）実施した。

・指導医講習会は、２回（45名）開催した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 北海道医師養成確保修学資金の貸付者（地域枠学生）である札幌医

大及び旭川医大の６年生（２０名）に対して制度説明及び個人面談等

を行うとともに、３市町で実施した地域医療を担う青少年育成事業は、

予定を上回る221名が参加。また、指導医講習会については、北海道

医師会等との共催により計２回開催するなど、道内における医師の養

成・確保対策等が円滑に推進されたと考える。

【事業の効率性】

地域枠学生に対する制度説明等は、集団で説明を行った後に引き続

き個人面談を行うなど実施回数の減に努め、地域医療を担う青少年育

成事業及び指導医講習会は、北海道医師会等の協力を得て、会場使用

料等の経費の節約を図るなど、効率的な執行が行われたと考える。

そ の 他 ○ 地域枠１期生である７名（地域枠医師）は、平成28年４月から卒

後３年目の前期地域勤務となることから、道の修学資金制度（地域

枠制度）を安定的に運営していくためには、平成27年３月開催の北

海道医療対策協議会にて決定された「地域枠医師の配置等の考え方」

に基づき、平成27年度からは地域枠医師・学生及び指定公的医療機

関に対する制度説明会の開催、諸調査及び個人面談の実施など札幌

医大及び旭川医大との連携を図りながら所要の事務を進めていく。
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 地域医療支援センター運営事業 総事業費 48,000 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 旭川医科大学地域医療支援センターからの医師派遣 [６名]

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、旭川医科大学地域医療支援センターか

状 況 ら、医師４名を派遣した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 道内における医師不足は極めて深刻な状況にあることから、旭川医

科大学地域医療支援センターからの医師派遣により、地域における常

勤医の安定的な確保が図られたと考える。

【事業の効率性】

道、医育大学、市町村及び医療関係団体で構成する北海道医療対策

協議会にて一括調整を図り、効率的に医師派遣が行われたと考える。

そ の 他 ○ 道内における医師の不足、地域偏在の解消を図るためには、医師

派遣事業のさらなる充実が必要であり、平成27年度の事業実施にあ

たっては、道内３医育大学のうち地域医療支援センターが未設置で

ある北海道大学に対して、協力を依頼する。
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 北海道医師養成確保修学資金等貸付事業 総事業費 257,131 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○「地域枠学生」への修学資金の貸付

・札幌医科大学

[新規貸付者 １５名（貸付者(在学中)の合計 ８７名）]

・旭川医科大学

[新規貸付者 １７名（貸付者(在学中)の合計 ９０名）]

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、

状 況 ・札幌医科大学は、新規貸付者１５名（貸付者(在学中)の合計８７

名）、

・旭川医科大学は、新規貸付者１７名（貸付者(在学中)の合計９０

名）と、計画どおり修学資金を貸付した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 定員３２名の貸付者を確保し、将来の地域医療を担う医師の養成が

図られていると考える。

なお、本年度の新規貸付者については、順調にいくと平成32年度か

ら２年間の初期臨床研修を経て、平成34年度から知事が指定する道内

の公的医療機関での勤務を開始する。

【事業の効率性】

各医育大学と連携し、地域枠学生に対する制度説明、個人面談等を

集約して実施するなど、効率的な事業の実施が図られたと考える。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 緊急臨時的医師派遣事業 総事業費 156,327 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 緊急臨時的な医師派遣日数（延べ日数） [３，６８０日]

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、緊急臨時的な医師派遣として、延べ

状 況 ３，３６９日派遣した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 危機的な状況にある地域の医療機関への緊急・臨時的な医師の派遣

により、医師不足が深刻な地域の医療提供体制の確保が図られたと考

える。

【事業の効率性】

本事業による医師派遣については、医療関係団体等で構成する運営

委員会において、医師派遣を要請した医療機関の状況や地域における

役割、当該地域の医療状況などを勘案して、派遣の緊急度や必要度な

どについて協議・検討し、派遣を決定している。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 救急勤務医・産科医等確保支援事業 総事業費 340,095 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 救急医療機関等の勤務医師や、地域でお産を支える産科医等、Ｎ

ＩＣＵにおいて新生児医療を担当する新生児科医、後期研修で産科

を選択する医師の処遇改善を通じた医師確保

項 目 Ｈ24→29年度

初期救急医療確保市町村割合 100%→100%

病院群輪番制実施第二次医療圏数 ２１→２１

総合周産期センター(指定)整備第三次医療圏数 ４→ ６

地域周産期センター整備第二次医療圏数 １９→２１

小児二次救急医療体制確保第二次医療圏数 ２１→２１

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、次のとおり達成した。

状 況 ・初期救急医療確保市町村割合 100％

・病院群輪番制実施第二次医療圏数 ２１

・総合周産期センター(指定)整備第三次医療圏数 ４

・地域周産期センター整備第二次医療圏数 ２１

・小児二次救急医療体制確保第二次医療圏数 ２１

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 広大な本道において、医師の不足や地域偏在がある中、過酷な勤務

状況におかれている救急勤務医や産科医等に手当を支給することで、

地域の救急医療体制や周産期医療体制の確保、医師のモチベーション

の維持が図られた。

【事業の効率性】

北海道が事務を一括して実施することで、効率的な執行ができたと

考える。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 小児救急医療対策事業 総事業費 244,564 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 休日・夜間における入院治療を必要とする重症の小児救急患者の

医療の確保

・小児二次救急医療体制確保第二次医療圏数（２１圏域の維持）

○ 子どもの急な病気やけがなどの際の対応のため、救急に携わる医

師等の資質向上

・開催箇所数 ８箇所

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、次のとおり達成した。

状 況 ・ 小児二次救急医療体制確保第二次医療圏数 ２１圏域。

・ 小児科医以外の医師、看護師、保健師、助産師、救急隊等が、

小児救急の知識を得るための研修会を道内８箇所で実施した。

受講者数は８３５名。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 ・ 全ての二次医療圏で小児二次救急医療体制が確立されている。

・ 小児科以外の医師が小児初期救急医療を学習することで、地域で

疲弊する小児科医の負担軽減が図られる。

・ 医師以外の他職種が研修会を受講することで、顔の見える関係の

構築や、地域の小児救急医療体制の充実に繋がっている。

【事業の効率性】

・ 運営費の補助にかかる事務を一括して行うことで、効率的な執行

ができたと考える。

・ 北海道医師会に研修会の運営を委託することで、研修会開催地域

の医師会の協力が得られ、円滑な運営に繋がっている。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 糖尿病と歯周病に関わる医科歯科連携推進事業 総事業費 2560千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 糖尿病患者の教育入院カリキュラムに歯科保健教育（保健指導）

プログラムを含む医療機関を増加することにより、糖尿病患者に対

し、糖尿病と歯周病の関連性や定期的な口腔状態の評価の重要性を

伝えることができる医療環境を構築

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、次の事業を実施した。

状 況 ・糖尿病と歯周病に関わる医科歯科連携推進委員会の開催（１回）

・糖尿病と歯周病に関わる患者教育入院カリキュラム作成ワーキン

ググループの開催（２回）

・糖尿病と歯周病に関わる患者教育協力歯科医療従事者養成研修の

開催（１回）

・糖尿病と歯周病に関わる医療従事者研修の開催（１回）

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 多職種から構成される委員会及びワーキンググループの設置、開催

を通じて、医科歯科連携による糖尿病患者の支援体制の整備が図られ

始めた。また、テーマと対象者を明確にした研修の開催により、歯科

医療従事者と糖尿病患者に関わる医療従事者とが相互に理解を深める

ことができた。

【事業の効率性】

事業の執行にあたっては、委員会を通じて糖尿病と歯周病の関連に

ついて専門的知識を有する人材とのネットワークを最大限に活用し、

スムーズな研修の企画・運営を図ることができた。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 女性医師等就労環境改善緊急対策事業 総事業費 131,295 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 女性医師等の就労環境改善 [１１医療機関]

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、女性医師等の就労環境改善として、

状 況 １１医療機関が実施した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 院内保育所（24時間）の運営や夜間当直免除に係る代替医師確保な

どの事業実施により、女性医師等育児中の医師が安心して就労できる

環境の整備が促進されたと考える。

【事業の効率性】

各種説明会や会議など様々な機会を通じて本事業の周知を行うこと

で、医療機関における本事業の認知度が高まり、事業計画の提出や補

助金の交付申請等の事務手続きに関して、効率的な執行が図られたと

考える。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 子どもをもつ医師の就労環境整備事業 総事業費 52,898 千円

短時間正規雇用支援事業

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 相談窓口の設置 [４か所]

○ 復職研修の実施 [１医療機関]

○ 短時間正規雇用の導入 [２医療機関]

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、相談窓口を４か所設置、

状 況 復職研修を２医療機関で実施、短時間正規雇用を１医療機関で導入

した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 離職後の再就業に不安を抱える女性医師に対し、相談窓口の設置及

び復職のための研修受入を行うことにより、女性医師等の離職防止や

再就業が促進されたと考える。

【事業の効率性】

女性医師が多く勤務する各大学病院や、大学病院以外で勤務する女

性医師を広くカバーできる北海道医師会において事業を実施すること

により、効果的・効率的な事業の実施が図られたと考える。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 地域薬剤師確保推進事業 総事業費 7,153 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 職業斡旋薬剤師数 ５人

○ 薬剤師派遣日数 ６３日

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、職業斡旋薬剤師数は０人であったが、

状 況 薬剤師派遣日数は、９６日（病院１、薬局４）で実施した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 薬剤師の確保が困難な地域の医療機関や薬局等へ薬剤師を派遣する

ことにより、在宅医療や入院患者に対する服薬管理指導が促進され、

地域包括ケア体制の拠点整備が進み始めた。

【事業の効率性】

北海道全体で公平中立な立場により、地域の病院や薬局と、求職す

る薬剤師のマッチングを行う場を設けたことにより、薬剤師確保につ

いて効率的に推進することができた。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業 総事業費 184332千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 新人看護職員の臨床実践能力向上と早期離職の防止を図り、看護

職員の就業定着、確保

・支援施設数 １６５施設

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、新人看護職員の臨床実践能力向上と早

状 況 期離職防止を図るため、１４１施設に対し支援を行った。

○ また、新人助産師を対象とした合同研修を実施するとともに、新

人看護職員研修を効果的に実施できるよう、研修責任者や教育担当

者等に対する研修を実施した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 本事業の実施により、新人看護職員の臨床実践能力が向上したとと

もに、早期離職の防止に繋がったと考える。

【事業の効率性】

年度当初に教育担当者の研修を実施することにより、各医療機関に

おいて実施する新人研修がより効果的行われ、効率的な研修の実施が

できた。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 看護職員等研修事業 総事業費 24,596千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 専任教員と実習指導者の確保と資質の向上を目標とする。

・看護教員養成講習会 １回 ４０名

・実習指導者講習会 ２回 １６０名

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、看護教員養成講習会を１回実施し３１

状 況 名が受講、実習指導者講習会については、２回実施し、１５７名が

受講した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 本事業の実施により、看護師等養成所の専任教員及び実習指導者の

確保が図られるとともに、看護基礎教育の向上に繋がったと考える。

【事業の効率性】

受講者から一部負担金を徴収し受益者負担を求めることにより、事

業費の効率的な執行を行った。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 専門分野看護師育成事業 総事業費 11,430 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ がん及び糖尿病の患者に対する看護ケアの充実のため、臨床実践

能力の高い看護師の育成強化を推進するための実務研修を実施し、

看護職員の資質向上を図る。

・がん研修 １回（１５日間） 参加者 ２０人

・糖尿病研修 １回（２８日間） 参加者 ６人

○ 特定の看護分野において、水準の高い看護を実践できる認定看護

師の育成を促進する。

・皮膚・排泄ケアコース １回（６ヶ月間程度） 受講者 ２０人

・感染管理コース １回（６ヶ月間程度） 受講者 ２０人

・認知症看護コース １回（６ヶ月間程度） 受講者 ２０人

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、次のとおり実施した。

状 況 ・がん研修 １回（１５日間） 参加者 ２２人

糖尿病研修 １回（２８日間） 参加者 ２人

・皮膚・排泄ケアコース １回（６３０時間） 受講者 １６人

感染管理コース １回（６６５時間） 受講者 ２０人

認知症看護コース １回（６１５時間） 受講者 １７人

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 本事業の実施により、がんや糖尿病看護に携わる看護師の臨床能

力を含めた看護職員の資質の向上が図られている。

認定看護師の育成が促進され、高い水準の看護実践ができる看護師

を道内に送り出している。

【事業の効率性】

研修終了後会議における研修受け入れ施設との情報共有と意見交換

により、改善方策等を明らかにできたと考える。

北海道における専門性の高い看護師の育成を促進する研修を行う教

育機関を支援することにより効率的な執行ができたと考える。
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 助産師外来実践能力向上研修支援事業 総事業費 1,801 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 助産師外来に従事している又は従事予定の助産師の助産師外来開

設準備や実践に必要な知識・技術の習得

○ 産科医師等との協働関係を促進することによる助産師外来の体制

整備やサービスの質の向上

・Ｈ２５年度（８日間、12名出席）→Ｈ２６年度（８日間、20名出席）

・Ｈ２５年度（全て札幌開催） →Ｈ２６年度（一部地方で開催）

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、札幌市内で８日間開催し、１４名が研

状 況 修を受講した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 助産師外来や医療機関で働く助産師が、妊婦のニーズを捉え、対象

者の気持ちに添った保健指導が行えるための講義や演習を行うことに

より保健指導技術の向上を図ることができた。

【事業の効率性】

研修の開催と共に報告会を行うことにより、助産師外来開設に向け

た意識向上やネットワークづくりを推進している。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 がん後遺症対策事業 総事業費 2,200 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 平成２９年度までに３２０名の受講（４０人×２回×４年）

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、１００名（札幌市６０名、旭川市４０

状 況 名）が受講した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 がんの治療に係る後遺症であるリンパ浮腫の重症化予防やセルフケ

アの技能向上を図るための研修会を開催し、医療従事者の技能向上が

図られ、リンパ浮腫患者が地域で安心してケアを受けることのできる

体制の整備が整い始めた。

【事業の効率性】

２回の研修会を二日連続して実施したことにより、効率的な執行が

できたと考える。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 看護職員等養成事業 総事業費 526,314 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 看護師等養成所の教育内容の強化及び充実を行うことによる養成

力の拡充、即戦力となる看護師等の充足

・支援施設数 ３６施設

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、民間の看護師等養成施設３３施設に対

状 況 し、運営費の支援を行った。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 本事業の実施により、看護師等養成所の安定的な運営が図られ、北

海道内の看護職員の確保に繋がったものと考える。

【事業の効率性】

養成所の学生数に応じ調整率を設け、施設規模に応じた支援を行う

ことにより、効率的な事業実施となった。

そ の 他



- 38 -

事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 看護師等養成所養成力向上支援事業 総事業費 36,000 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ より実践的で質の高い看護職員を養成し、医療現場等において、

即戦力となり得る看護職員を確保

・支援施設数 １０施設

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、看護師等養成所３施設に対し支援を実

状 況 施し、看護師等養成所の養成力の向上を図った。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 本事業の実施により、看護師等養成所の養成力の向上が図られ、よ

り質の高い看護職員の養成・確保に繋がったと考える。

【事業の効率性】

支援対象をシミュレーター等の手技技術向上に資する機器に限定す

ることより、より実践的な技術の習得に繋がり、効果的・効率的な事

業実施となった。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 看護師等養成所整備事業 総事業費 172,732 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□ 継続 ／ ☑ 終了

事業の目標 ○ 看護師等養成所の設置を促し、道内の看護職員を充足

・整備施設数 ２施設

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、看護師等養成所１施設の施設整備に対

状 況 し支援を行った。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 看護師等養成所の定員増が図られ、北海道内の看護職員の確保に繋

がったと考える。

【事業の効率性】

事業主負担を１／２求めることにより、効率的な事業実施となった。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 多様な勤務形態導入支援事業 総事業費 29,770 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 看護職員の離職率の低下及び未就業看護職員の復職率向上

・支援施設数 １３施設

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、短時間正職員制度を導入した３施設に

状 況 対し支援を行った。（対象者数～１０人）

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 本事業の実施により、短時間正職員制度など多様な勤務形態の導入

が促進され、勤務環境の改善や離職防止、再就業の促進に繋がったと

考える。

【事業の効率性】

制度導入の初年度のみを支援の対象とし、制度導入後は自主的に継

続することとしたため、効率的な執行ができたと考える。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 歯科技工士人材育成・設備整備事業 総事業費 30,200 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

□ 継続 ／ ☑ 終了

事業の目標 ○ 歯科医療の高度化に対応できる歯科技工士教育の充実及び労働環

境の改善

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、道内の歯科技工士養成所に歯科用ＣＡ

状 況 Ｄ／ＣＡＭシステムを３カ所整備するとともに、ＣＡＤ／ＣＡＭ冠

に関わる歯科技工士養成研修を１回開催し１０名が受講しました。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 道内の歯科技工士養成所に歯科用CAD/CAMシステムを整備すること

により歯科医療の高度化に対応する人材を養成するとともに、道内の

歯科技工所等が求める高度な歯科技工に対応することで、今後、若年

層の雇用の安定を図ることができると考える。

道内で就業している歯科技工士が、CAD/CAM冠に関わる研修会を受

講したことにより、道内における高度化に対応できる質の高い人材が

育成され、歯科技工士の作業効率の向上、過重負担の軽減等の労働環

境の改善が促進したと考える。

【事業の効率性】

道内全体において、歯科技工士養成校に最先端機器を一律に整備す

ることで効率的に歯科技工士の教育環境が整ったと考える。

研修を大学病院で行ったことから、より実践的で効果的な研修が実

施できたと考える。

そ の 他



- 42 -

事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 医療勤務環境改善支援センター運営事業 総事業費 5,000 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 医療機関における勤務環境改善の促進

・医療勤務環境改善支援センター設置

・「勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き」を周知す

る研修会の開催（３ヵ所）

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、道庁内に「北海道医療勤務環境改善支

状 況 援センター」を設置するとともに、「勤務環境改善マネジメントシ

ステム」の周知を図るための研修会（３ヵ所）及びシンポジウム（１

ヵ所）を開催し、約１９０名が参加した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 センターへの相談や勤務環境改善アクションプラン策定に向けて、

医療機関向けの研修から開始することが有効と判断し、制度の周知と

グループワークを組み合わせたプログラムを実施した。

【事業の効率性】

講師の移動の負担を軽減するため、一度に複数回研修を開催し、効

率的なスケジュールにするとともに、経費の節減を図った。

※講師は、国の雇用の質向上プロジェクト参画委員等を招へい。

そ の 他 ○ 研修においては、参加者を職種の偏りがない４～５人のグループ

に分け、８グループ４０名程度のコンパクトな規模としたことで、

講師から、すべてのグループに目配せでき、進捗度合に応じてアド

バイスすることができたとの評価を得られた。
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 医師事務作業補助者導入支援事業 総事業費 7,500 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 医師事務作業補助者の配置

・１０人程度

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、新たに医師事務作業補助者を配置した

状 況 ３病院（補助者５人）に対し支援した。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 「医師事務作業補助体制加算」の主な届出対象である救急医療機関

以外の医療機関においても、医師の業務負担の軽減を図る必要がある

ことから、当該加算を算定困難な医療機関を対象とし、すべての医療

機関で医師事務作業補助者の配置が促進される事業とした。（ただし、

補助期間は最長２４ヵ月までに限定）

【事業の効率性】

基本的な補助要件は、「医師事務作業補助体制加算」の施設基準を

準用したが、多くの医療機関で補助者の配置を促進する観点から、研

修時間・勤務時間等の要件を緩和して運用することとした。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 看護職員就労対策事業（院内保育） 総事業費 599,283 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 看護職員などの医療機関に勤務する職員が、働きながらでも子育

てしやすい環境作りを促進することによる看護職員の就業確保と定

着

・支援施設数 １６１施設

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、病院内保育所１５２施設に対し、運営

状 況 費の支援を行った。

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 本事業の実施により、病院内保育所の安定的な運営が図られ、子ど

もを持つ看護職員等の就業定着や再就業に繋がったと考える。

【事業の効率性】

各医療機関の決算状況に応じ調整率を設け、負担能力に応じた支援

を行うことにより、効率的な事業実施となった。

そ の 他
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事業の区分 ③医療従事者の確保に関する事業

事 業 名 小児救急電話相談事業 総事業費 12,318 千円

事業対象の 南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、

医療介護総 西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、

合確保区域 北網、遠紋、十勝、釧路、根室

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日

☑ 継続 ／ □ 終了

事業の目標 ○ 夜間における子どもの急な病気やけがなどの際の親の育児不安軽

減や、軽症の小児患者の時間外受診の抑制

・相 談 日：毎日

・相談時間：１９～２３時

事業の達成 ○ 平成２６年度においては、次のとおり達成した。

状 況 ・相談件数：８，２８４件（１日平均２２．７件）

・年 齢：３歳未満が６５．６％

・時 間 帯：１９時～２０時台が６１．１％

・相談内容：発熱（３０．２％）、外傷・熱傷（１５．１％）、

嘔吐（８．８％）

事業の有効 【事業の有効性】

性・効率性 ３６５日運営することで、子どもを持つ親の育児不安を軽減し、安

心して子育てをする環境の整備に繋がっている。

また、不適切な救急車の利用や、コンビニ受診の軽減が図られてい

る。

【事業の効率性】

北海道が直営で事業を実施することで、経費節減を可能とし、諸問

題に迅速に対応できると考える。

そ の 他


